
委員会提出議案第３号  

 

 

防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等  

具体的な対策を求める意見書  

 

 

 地方自治法第  109条第６項及び西脇市議会会議規則第 13条第２項の

規定により提出する。  

 

 

  平成 30年 12月 20日  

 

総務産業常任委員会委員長  坂  部  武  美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （理  由）  

市民の安全・安心を確保し地域の活性化を進めるためには、災害被

害の軽減、災害後の経済活動の迅速な復旧につながるインフラの整備、

老朽化対策、適正な維持管理を更に推進していく必要があるため。  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等  

具体的な対策を求める意見書  

 

 

 近年、豪雨や地震による大規模災害が頻発している。本年だけでも、

６月の大阪府北部地震、７月豪雨、８月の台風第 20号、９月の台風第

21号、さらには北海道胆振東部地震が大きな被害を引き起こした。海

水温上昇によるスーパー台風発生の可能性が高まるとともに、南海ト

ラフ地震の発生確率が 70～ 80％に引き上げられるなど、大規模災害は

いつ起きてもおかしくない状況にあり、防災・減災に対する取組を最

大限加速させる必要がある。  

 本年６月に土木学会が発表した「「国難」をもたらす巨大災害対策

についての技術検討報告書」では、事前に公共インフラ対策を行うこ

とにより、経済被害が３分の１から６割程度軽減できることが示され

た。  

本市においても、初めて大雨特別警報が発令され、平成 16年台風第

23号をはるかに上回る降雨となった７月豪雨では、平成 16年台風第 23

号洪水を契機とした河川激甚災害対策特別緊急事業をはじめとしたこ

れまでの防災対策の効果が発揮され、大幅に被害が軽減された。  

しかしながら、河川改修が未整備の箇所における浸水被害や内水に

よる浸水被害が発生するなど、市民の安全・安心を確保し地域の活性

化を進めるためには、災害被害の軽減、災害後の経済活動の迅速な復

旧につながるインフラの整備、老朽化対策、適正な維持管理を更に推

進していく必要がある。  

 よって、国におかれては、防災・減災対策をより一層強力に進める

ため、下記事項に取り組まれるよう強く要望する。  

 

記  

 

１  発生確率が高まる南海トラフ地震や、播磨地域を中心に大規模な

被害が想定される山崎断層帯地震、御所谷断層帯地震に備えた「事

前防災」の観点から、対策に必要となる予算措置を講ずること。  

２  平成 30年７月豪雨、台風第 21号など、激甚化・多発化する災害を

踏まえ、防災事業を計画的に実施していくため、治水対策、土砂災

害対策、道路防災対策等に必要な予算措置を講ずること。  

３  災害時の機能保全、安全性確保の観点からも、喫緊の課題となっ

ている道路橋をはじめとする社会基盤施設の老朽化対策や適正な維

持管理に必要な予算措置を講ずること。  

４  「国難」をもたらす巨大災害に備え、発災後の救援支援活動への



支障や社会経済活動の機能不全などを回避するために必要となる道

路ネットワークの整備を促進すること。  

 特に、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保し、物流生

産性の向上と命をつなぐ道路ネットワーク機能の強化のため、国道

175号を「重要物流道路」に指定し、西脇北バイパスの 2023年度全

線開通及び黒田庄以北の 2023年度事業化を実現すること。  

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。  

 

  平成 30年 12月 20日  

 

西  脇  市  議  会  

 

 

衆議院議長   

様  

参議院議長   

内閣総理大臣   

内閣官房長官   

総務大臣   

財務大臣   

農林水産大臣   

国土交通大臣   

内閣府特命担当大臣（防災）   

   

  

 


